
1）案内書の送付

お問い合わせをいただいた後、当該旅行の手続きのご案内、旅行保険のご
案内等をお送りいたします。

ご質問、ご相談などは電話、FAX、e-mail などで随時、お気軽にご連絡くだ
さい。

2）お申込み

お電話、メール、e-mail にて弊社まで仮予約の上、「申込金（内金）」を下記
の弊社口座までお振込、あるいは現金にてお支払い下さい。

お送りするツアー「申込書」にご記入の上、郵送、またはFAXしてください。

お振り込み口座●
三井住友銀行 自由ケ丘   支店 普通   264033
三菱東京UFJ銀行 恵 比 寿　 支店 普通 1313663

　　　　口座名（共通）◇ (株)ワイルド・ナビゲーション

3）残金のお支払い

ツアーの催行確定後に郵送するご請求書、またはご請求メールにて内容をご
確認の上、ツアー開始の40～30日前までに残金をお支払いいただきます。

4）最終案内・ご出発

ご出発の2週間～10日前をメドに最終日程表、ご自宅控えなどのご旅行の
最終のご案内をご郵送、またはメールいたします。
出発当日は指定時間に集合場所にお集まり下さい。

お申込から出発まで ●

東京都 渋谷区 恵比寿西 2-7-10　えびす第３ビル 9階　〒150-0021
　　　　フリーコール ● 0120-938-534 （携帯電話からの発信を除く）
TEL●　03-5784-3980　FAX●　03-5784-3981
E-MAIL● travel@wild-navi.co.jp　URL● http://www.wild-navi.co.jp

観光庁長官登録旅行業 第1753号　総合旅行業務取扱管理者／宮田義明
　    (社)日本旅行業協会正会員

お問合せ・お申込み ●　旅行企画・実施

総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取り扱う営業所
での取引の責任者です。

この旅行契約に関し、担当者か
らの説明に不明な点がございま
したら、総合旅行業務取扱管理
者までお尋ねください。

協力・お問合せ ●　プログラム企画

E-MAIL● info@tokyoplay.jp
TOKYO PLAY　担当：嶋村 仁志

募集型企画旅行契約●
この旅行は、株式会社ワイルド・ナビゲーション（観光庁長官登録旅行業第1753号）(以下当社という）
が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下、旅行契約という）を締結することになります。

旅行の申込み及び契約の成立●
（１）ご来店でのお申し込みの際は、所定の申込書の提出と、下記のお申込金のお支払いが必要です。
　　2つが揃った時点で正式なお申込み（契約成立）となります。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約
料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

旅行代金に含まれているもの●
旅行日程に明示された以下のものが含まれます（一部例示）
・利用運送機関の運賃・料金（エコノミークラス席利用料金とします）　・送迎バス等の料金とガイド料
・観光の料金（バス料金、ガイド料金、入場料金）　・宿泊の料金（2人1室利用、税、サービス料金含む）
・食事の料金（税、サービス料金含む）　・手荷物運搬料金（航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内）
・ガイド料　・添乗員が同行するコースの添乗員経費

旅行代金に含まれていないもの●
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
・超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を越える分について）　・ホテルのボーイ、メイドに対する心
付　・追加飲食費等、個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料　・渡航手続関係諸費用（旅
券印紙代、査証料、渡航手続取扱料金）　・希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金　
・航空会社が徴収する燃油サーチャージ　・日本国内の空港施設使用税　・空港税及び各国出入国税
等　・海外旅行保険料　・お客様のご希望によりお一人部屋を使用される場合の追加代金

旅行契約の取消期日 取  消  料

旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって
40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで

旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって
30日目に当たる日以降3日目に当たる日まで

旅行開始日の前々日及び前日
および旅行開始日当日

旅行代金の20%

旅行代金の50%

旅行代金の100%
旅行開始日の無連絡不参加
または旅行開始後の取消

旅行代金の10%
※ピーク時にあたる12/20～1/7
　 4/27～5/6，7/20～8/31のみ

お申込金（お一人様）

30,000円

区　　分

　旅行代金が30万円以上

　旅行代金が15万円以上30万円未満

　旅行代金が15万円未満

50,000円

20,000円

旅行契約の解除・払い戻し●
お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。

特別保証●
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一
定の損害について、旅行業約款特別補償規定により補償をします。

旅程保証●
当社は、旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、当社旅行条件書に定める条件により、その変更内
容に応じて、変更保証金をお支払いいたします。詳細は別紙、旅行条件書（全文）でご確認ください。

燃油サーチャージ（燃油付加料）について ● 補足
燃油サーチャージは、値段の変動を伴うなどの性格上、空港施設使用料、出国税などと並んで、旅行代金
には含まれておりませんので、ツアー代金の他、別途費用の項目も併せてご確認ください。なお、ご請求
後に燃油サーチャージなどの付加運賃、料金が増額になった場合には不足分を追加請求させて頂きま
す。逆に減額になった時にはその分をご返金いたしますので、ご了承ください。

ご旅行条件（抜粋）　必ずご一読ください　　※お申込みの際は旅行条件書（全文）をお受け取りください

ご案内 ●渡航先（国又は地域）に関する情報は、「外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」にてご確認下さい。

●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/」にてご確認下さい。

NPO法人
もあなキッズ自然楽校　担当：関山 隆一

★☆ こんなところを訪問 ！ ☆★

■「London Play」

ロンドン全体という規模で、様 な々プロジェクトで遊びの大切さの社会発信を専門にする
団体

■「Playing Out」
身近な道路を、子育て空間に変身させる「プレイストリート」に取り組むお母さんたちの
NPO

■「Glamis Adventure Playground」
イギリスでも3本の指に入る貧困地域で、1969年から子どもの居場所づくりに取り組む
ロンドンの冒険遊び場

■スクラップストア
企業の余剰品を遊びの素材として提供するNPO

■「Halabja Community Playground Project」
戦争の傷が今も残るイラク北部のクルド人地域で、地元の人たちの遊び場づくりを支援
するロンドンのプレイワーカーたちによるプロジェクト

■案内人

☆ 嶋村 仁志 さん / Hitoshi SHIMAMURA （TOKYO PLAY 代表）
1968年東京都生まれ。1995年イギリス・ヨークシャーのリーズメトロポリタン大学社会健
康学部プレイワーク学科高等教育課程を修了。1996年から羽根木プレーパークにてプ
レーリーダーとしてのキャリアをスタートし、川崎市子ども夢パーク、プレーパークむさし
のなどの遊び場に従事する。2005年～11年、国際NGOのIPA（子どもの遊ぶ権利のた
めの国際協会）にて、東アジア地域副代表を務める。

☆ 関山 隆一 さん / Ryuichi SEKIYAMA （もあなキッズ自然楽校 理事長）
1971年神奈川生まれ。1998年ニュージーランドに渡航し、国立公園で現地ガイドとし
て働く。現地でシーカヤックのガイド資格を取得。2004年、帰国と同時にアウトドアオペ
レーター「もあなくらぶ」を設立。2007年に放課後の子どもの居場所と野外活動を軸と
した主催事業「もあなキッズ自然楽校」を開設。その後、森のようちえんスタイルの保育
園を開所する。現在、次世代のためのまちつくりを提案し、活動する。


